
 
 

民間施設直結スマートインターチェンジ制度実施要綱 

 

 

第１ 目的 

 

 この要綱は、民間事業者が、その発意と負担により、当該事業者が運営する民間            

施設に直接接続ができる高速道路（高速道路株式会社法(平成１６年法律第９９

号)第２条第２項に規定する高速道路をいう。以下同じ。）のインターチェンジ（Ｉ

Ｃ）を整備することを通じ、民間事業者の生産性向上、当該民間施設の利用者の利

便性向上、当該民間施設周辺の道路の交通の円滑化等を図り、もって地域の活性

化に寄与することを目的とする。なお、本要綱については、独立行政法人日本高速

道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）及び会社（高速道路株式会社法

第１条に規定する会社をいう。以下同じ。）が有料道路として整備・管理する区間

において、民間施設直結スマートＩＣの整備を行う場合において適用するものと

する。 

 

 

第２ 定義 

 

（１）民間施設直結スマートＩＣとは、高速自動車国道法（昭和３２年法律第７９

号）第１１条の２第１項の規定又は道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４

８条の５第１項の規定に基づき連結許可を受けた道路法上の道路で、道路整

備特別措置法施行規則（昭和３１年建設省令第１８号）第１３条第２項第３

号のＥＴＣ専用施設が設置され、主に当該道路が直接接続する民間施設（以

下「民間施設」という。）に発着する同号イに規定するＥＴＣ通行車の通行の

用に供することを目的とするＩＣである。 

（２）直結路とは、高速道路本線の分岐ノーズ又はサービスエリア等の分岐ノー

ズから民間施設までの間のランプ及びアクセス道路からなる道路をいう。 

（３）接続路とは、直結路から既設の一般道路までの間の道路をいう。 

 

 

第３ 民間施設直結スマートＩＣの要件 

 

（１）民間施設直結スマートＩＣは、直結路により高速道路と民間施設とを接続

するとともに、直結路又は接続路により一般交通も利用可能な構造であるこ

と。 

 

 



 
 

（２）民間施設直結スマートＩＣにおいて高速道路に連結する施設は、道路法上

の道路であること。 

（３）民間施設直結スマートＩＣの設置により、当該道路を通じ民間施設の管理

者（以下「民間施設管理者」という。）が得られる効果に加え、既設ＩＣや周

辺道路の安全かつ円滑な交通の確保、ＩＣアクセス時間の改善、地域活性化

施策の支援などの効果が得られること。 

（４）民間施設直結スマートＩＣの設置により、高速道路の渋滞を発生又は悪化

させるものでないこと。 

（５）民間施設直結スマートＩＣの設置に関し、高速道路への連結を予定してい

る道路の管理者（以下「連結道路管理者」という。）又は民間施設管理者にお

いて、広報活動等の実施により、地域住民に対する説明責任が果たされてい

るものであること。 

（６）会社、連結道路管理者及び民間施設管理者は、安全かつ円滑な交通を確保し

つつ、体制・運営の効率化等によるコスト縮減や利用者増に努めることとし、

原則として、民間施設直結スマートＩＣとその前後の既設ＩＣにおける出入

交通量の合計が、整備前の前後の既設ＩＣにおける出入交通量の合計を上回

る見通しであることが確認されたものであること。 

（７）民間施設直結スマートＩＣ整備により、機構の債務償還計画全体に支障を

与えないこと。 

（８）民間施設直結スマートＩＣの構造や管理・運営については、協議会（第８の

５を参照）において調整されたものであること。 

（９）上記要件は、民間施設直結スマートＩＣを改築する際にも準用する。 

 

 

第４ 料金 

 

民間施設直結スマートＩＣにおいて、徴収する料金については、道路整備特別措

置法（昭和 31 年法律第 7 号）第３条等の規定により、会社が事業許可を得て決

定するものとし、その料金収入は会社に帰属するものとする。 

 

 

第５ 協定の締結 

 

民間施設直結スマートＩＣに関する事業内容、事業区分及び管理区分並びに民間

施設直結スマートＩＣを廃止する場合の費用の負担区分等については、民間施設

管理者、連結道路管理者及び会社との間で協定を締結するものとする。 

 



 
 

第６ 事業区分 

 

１．ＩＣ 

（１）直結路（道路附属物を含む。以下同じ）の整備が必要となる場合は、２（１）

及び（２）に規定するものを除いて、道路法第２４条及び第５７条の規定に

基づき、民間施設管理者の負担により、整備を実施するものとする。 

（２）接続路（道路附属物を含む。以下同じ）の整備が必要となる場合は、連結道

路管理者の負担により、整備を実施するものとする。 

（３）既存の高速道路本線の分岐ノーズからテーパーまでの間並びに SA 又は PA

の駐車場内に整備される道路本体及び道路附属物等は、機構又は会社の負担

により、整備を実施するものとする。 

（４）事業区分について、上記によりがたい場合は、民間施設管理者、連結道路管

理者及び会社が協議の上定めるものとする。 

 

２．料金徴収施設等 

（１）料金所照明、道路情報提供装置及び料金収受機械等（以下「料金徴収施設

等」という。）は、機構又は会社の負担により、整備を実施するものとする。 

（２）料金徴収施設等の設置に必要となる用地及び補償費、土工費、舗装費等につ

いては、民間施設管理者の負担により、整備を実施するものとする。 

 

 

第７ 管理区分 

 

１．ＩＣ 

（１）民間施設管理者は、整備した直結路及び接続路を連結道路管理者に無償で

譲渡することとし、連結道路管理者がこれを管理するものとする。 

（２）高速道路本線の分岐ノーズからテーパーまでの間並びに SA 又は PA の駐車

場内に整備される道路本体及び道路附属物等は、機構又は会社が管理するも

のとする。 

（３）管理区分について、上記によりがたい場合は、民間施設管理者、連結道路管

理者及び会社が協議の上定めるものとする。 

 

２．料金徴収施設等 

（１）料金徴収施設等は、機構又は会社が管理するものとする。 

（２）民間施設管理者は、料金徴収施設等の設置に必要となる用地等については、

連結道路管理者に無償で譲渡することとし、連結道路管理者が管理するもの

とする。 

 



 
 

第８ 事業の手続き 

 

１．整備方針の検討 

民間施設直結スマートＩＣを設置しようとする民間施設管理者及び連結道路管

理者は、次に掲げる事項を検討するものとする。 

①高速道路と直接接続を予定する民間施設 

②民間施設の存する地方公共団体の長が定める計画への民間施設の位置付け 

③民間施設直結スマートＩＣの概ねの位置及び構造形式 

④民間施設直結スマートＩＣの運用形態 

⑤民間施設直結スマートＩＣの設置により期待される効果 

⑥概算費用 

⑦事業主体 

⑧事業期間 

⑨その他 

 

２．整備方針の認定申請 

民間施設直結スマートＩＣを設置しようとする民間施設管理者から提案を受け

た連結道路管理者（連結道路管理者が都道府県の場合は民間施設直結スマートＩ

Ｃの存する市町村の長をいう。（以下、第８の２及び第８の３において同じ。））

は、第８の１の規定により検討した、民間施設直結スマートＩＣの設置に関する

整備方針（以下「整備方針」という。）について、道路局長に認定の申請をする

ことができる。この場合、連結道路管理者は申請書に、第８の１の規定により検

討した事項を添付するものとする。 

 

３．道路局長による整備方針の認定 

（１）道路局長は、第８の２の整備方針の認定の申請があった場合、当該整備方

針について、第８の１に記載する事項の内容が第３の要件に照らして適当で

あると認めるときは、その認定をすることができる。 

（２）道路局長は、第８の２の整備方針の認定の申請があった場合、整備方針の

認定に先立ち、当該整備方針について機構及び会社に意見を聴取するものと

する。 

（３）道路局長は、整備方針を認定した場合は、連結道路管理者に通知するもの

とする。なお、整備方針の認定ができない場合は、認定ができない旨及びそ

の理由について、連結道路管理者に通知するものとする。 

 

 



 
 

４．概略検討・詳細検討 

第８の３の道路局長による整備方針の認定を受けた連結道路管理者及び民間施

設管理者は、次に掲げる事項について検討するものとする。 

①民間施設直結スマートＩＣの利用交通量及び整備効果 

②民間施設直結スマートＩＣの位置及び構造 

③周辺道路の整備計画 

④事業区分 

⑤管理区分 

⑥工事着手の時期及び事業施行期間 

⑦用地取得計画 

⑧民間施設直結スマートＩＣ及び周辺施設の詳細設計 

⑨詳細な整備費用及び負担区分 

⑩管理・運営方法 

⑪民間施設直結スマートＩＣの利用促進方策 

⑫その他 

 

５．協議会の設置 

（１）民間施設直結スマートＩＣの設置に当たっては、設置を予定しているＩＣ毎

に、民間施設管理者、連結道路管理者、地方整備局等（地方整備局、北海道

開発局又は沖縄総合事務局をいう。以下同じ。）、関係する地方公共団体、

会社、その他の関係機関等により構成される協議会を設置する。 

（２）協議会で検討・調整する主な事項は以下のとおりとする。 

①民間施設直結スマートＩＣの整備効果 

②民間施設直結スマートＩＣの設置に伴う高速道路及び周辺道路の交通状況

の変化と必要な対策 

③民間施設直結スマートＩＣの構造及び整備方法 

④民間施設直結スマートＩＣの管理・運営方法 

⑤民間施設直結スマートＩＣの利用促進方策 

⑥その他民間施設直結スマートＩＣを設置・管理・運営する上で必要な事項 

（３）協議会に参加した機関等は、民間施設直結スマートＩＣの設置及び管理に協

力しなければならない。 

（４）連結道路管理者及び民間施設管理者は、（２）の検討・調整に際し、地域

住民に対する広報や意見聴取を行うこと等により、検討段階における透明

性、客観性等の向上を図るものとする。 

 

 



 
 

（５）協議会は、民間施設直結スマートＩＣの供用後も継続して、その社会便益・

安全性・利用交通量・管理・運営形態・高速道路及び周辺道路の交通状況・

利用促進方策等について、定期的にフォローアップし、必要に応じ見直すも

のとする。フォローアップは、供用後１年経過後速やかに１回実施し、以後

必要に応じて実施するものとする。 

（６）地方整備局等は、協議会における検討・調整の円滑な実施に努めるものと

する。 

 

６．協定の締結 

第８の３の道路局長による整備方針の認定を受けた連結道路管理者、民間施設

管理者及び会社は第５に規定する協定を締結するものとする。 

 

７．実施計画書 

（１）連結道路管理者は、第８の３の認定を受けた整備方針及び協議会における

第８の５(２）に掲げる事項に関する検討・調整の結果を踏まえ、「実施計

画書」を策定（内容の変更も含む。以下同じ。）するものとする。 

（２）「実施計画書」の策定にあたっては、民間施設直結スマートＩＣの連結道

路が存する都道府県公安委員会その他協議会が必要と認める者と事前に協議

するものとする。 

（３）連結道路管理者は、「実施計画書」が策定された後、これを国、機構及び会 

社に提出するものとする。 

 

８．連結許可申請 

連結道路管理者は、「実施計画書」の策定後、「連結許可申請書」（高速自動

車国道法施行規則（昭和４６年建設省令第１９号）第２条又は道路法施行規則

（昭和２７年建設省令第２５号）第４条の１３の２に基づく必要書類）を提出

し、連結許可を受けなければならない。 

連結許可申請にあたっては、協議会で策定された「実施計画書」を添付して提

出しなければならない。 

 

 

第９ その他 

 

１．民間施設直結スマートＩＣに係る技術的基準 

民間施設直結スマートＩＣの整備及び管理は、道路法令及びこれに関連する技

術基準に拠ることとする。 

 

 



 
 

２．民間施設直結スマートＩＣの名称 

（１）民間施設直結スマートＩＣの名称は、その原案を協議会で検討し、標識適

正化委員会の意見を聴取した上で、機構において決定する。 

（２）民間施設直結スマートＩＣには、直接接続する民間施設の名称等を用いて

通称名を定めることができる。なお、通称名についても、（１）と同様の手

続きで決定するものとする。 

 

３．民間施設直結スマートＩＣの開放時間及び車種の制限 

民間施設直結スマートＩＣの開放時間の制限は行わないものとする。また、車

種の制限については必要に応じ、第８の５に定める協議会において検討・調整

を行い、設けることができることとする。 

 

４．連結道路管理者が接続路の整備を行う場合の補助金・交付金の取扱い 

  第６の１（２）に基づき接続路の整備を連結道路管理者が負担して行う場合

は、国からの補助金又は交付金は充当しないこととする。 

 

 

附則 

  

この要綱は、令和元年９月３０日から適用する。 

 


